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一日
un

新

年

勿

々

執

行

せ

る

線

選

怒

に

於

て

政

府

紫

電

綿

花

在

野

黛

も

共

仁

紹

野

的

滋

字

数

を

制

し
得
、
d
b
し
が
錦
、
一
雨
殺
の
間
仁
介
在
し
て
政
府
の
死
命
を
制
せ
る
愛
鵡
図
民
議
級
感
の
勢
を

成
し
、
上
下
雨
院
の
札
機
猿
々
激
甚
を
加
ヘ
、
英
凶
政
界
の
前
途
将
セ
寒
必
仁
堪
ヘ
含
る
唱
の
み

b
し
v
L

、
在
一
世
一
中
一
世
界
卒
和
擁
護
の
潟
に

L

反
襟
を
悩
ま

3
せ
給
へ
ふ
英
問
先
常
は
、
崩
御
の
後
宅

な
ほ
閥
内
の
卒
和
吉
守
護
せ
ん
と
い
L

や
、
先
慌
の
他
界
は
却
て
雨
紫
妥
協
の
機
運
を
鶏
せ
し
め

多
年
の
宿
題
十
一
ら
し
上
院
問
題
宅
近
く
解
決
を
見
ん
『
乙
す
る
に
歪
れ

b
。

人
の
徒
ら
に
主
義
の
争
、
理
想
の
争
に
拘
混
せ
歩
し
て
、
資
際
的
に
相
談
的
に
図
家
の
大
事
を
決

乙
れ
偶
ま
以
て
英

せ
ん
と
す
る
の
美
徳
を
存
ず
る
乙
之
を
、
的
一
切
に
事
費
.
の
上
に
読
明
せ
る
も
の
な
る
が
、
雨
議
の

妥
協
に
し
て
某
し
〈
成
立
せ
ば
、
愛
一
部
閲
兵
熊
は
或
は
、
絶
望
の
域
に
陥
る
乙
と
を
党
か
れ
才
る

可
し
。

姉
情
勢
を
針

7m、
政
治
に
狂
せ
る
愛
蘭
人
は
結
局
政
治
上
に
於
て
常

k
失

意

の

人

文

る

可

を
宿
命
を
有
す
る
か
、
奇
焚
蘭
人
の
間
に
ゐ

hJ
て
電
亦
徒
ら
に
主
義
の
争
に
耽
ら
ー
ポ
ヘ
良
人
の
鍔

愛
蘭
削
例
題
の
将
殿

jL 
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じ
安
際
的
利
A

殺
を
闘
ら
ん
と
す
る
刈
も
の
な
さ
仁
あ
ら
ヂ
、
而
し
て
乙
の
宝
論
を
斥
け
安
利
を
窒

愛
蘭
.
問
↑
一
越
の
川
将
来

ー，、
J町跡、 、

宅、

‘子、、

ニ
O

ん・

7
る
の
岡
山
知
泌
政
次
第
に
愛
蘭
人
の
間
仁
普
及
せ
ん
と
や
7
9
0

果
し
て
然
ら
ば
自
由
統
一
雨

廷
の
妥
協
は
却
て
愛
隣
問
題
の
永
久
的
解
決
を
促
ず
や
宅
計
ら
れ
や
ノ
。

〆戸、、
担R周唱

、、__.

初
め
八
十
五
年
の
総
選
泉
を
行
ふ
や
雷
除
町
要
路
に
立
も
し
、
保
守
議
以
愛
蔚
議
仁
向
て
向
牙

利
に
行
は
る

h

自
治
を
奥
へ
ん
と

2
を
韓
・
ム
一
目
せ
し
が
も
開
票
の
結
果
到
底
政
権
を
維
持
し
難
を

を
一
九
る
や
、
愛
関
撲
を
棄
て
1
h

グ
J

ア
ッ
ド
ス
ト
ー
ン
に
反
濁
す
る
に
決
せ
ん
。
総
選
泉
後
間
活

な
く
保
守
紫
領
袖
一
中
の
有
力
家
、
文
る
一
ア
ン
ド
ル
ブ
・
チ
ャ
ー
チ

γ
!
と
一
友
人
の
晩
発
舎
の
卓
上
に
合
し
て
、
時
局
を
論

b
て
臼
く
ベ
余
は
我
裳
の
政
権
を
'
維
持

ル

印

w
ま
34

ヤ
寸
ヘ
チ

、J

民
M

Y

B

副・・
1

1

f

l

d

・

Y
ゅ
マ
ァ
』
J

し
得
可
を
希
望
-
の
存
ず
る
問
、
卿
の
翁
に
金
力
を
選
し
セ
1
9
、
今
や
我
紫
は
什
れ
文
一
L

リ
、
一
爾
今
卿
仁

反
郵
し
て
余
の
余
力
を
港
一

3
ん
L
l
L

。

か
く
て
数
週
の
後
チ
ャ
ー
チ
ル
は
ベ
ル
プ
ァ
ス
ト
に
於

て
熱
狂
せ
る
オ
レ
シ
ヲ
メ
シ
仁
向
て
演
説
し
て
日
く
ア
ル
ス
タ
ー
は
敢
て
戦
は
ん
而
し
て
ア

要
す
る
に
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ー
ン
の
愛
蔚
白
治
法
案
の
二
度

ル
λ

タ
!
の
然
一
す
所
目
足
な
-
'
り
冒
と
。

下
院
を
迩
識
せ
る
述
、
建
じ
失
敗
仁
了
ち
し
は
、
愛
蘭
仁
於
け
る
多
数
者
文
る
惑
裁
徒
i
し
少
数
者

新
教
徒
オ
レ

y
d
y

メ
Y

F

f

一
を
和
協
せ
し
り
る
の
方
策
を
講
性
会
て
り
-
じ
が
匁
な
よ
リ
。

英
蘇
入
、
北

る
替
の
括
的
ι
ん
ぞ
と
の
宗
教
を
等
し
く
し
、
血
統
を
等
し
く
せ
る
少
数
オ
レ
シ
ジ
メ

y

の
多
数
ケ

ル
ト
人
種
に
よ
f

り
て
腿
一
抑

3
れ
ん
と
す
る
を
見
て
之
を
冷
眼
訓
脱
す
る
を
得
ん
や

q

仮
令
チ
ャ

ー
チ
ル
を
し
て
煽
動
的
演
説
一
去
試
ひ
る
乙
I
ζ

な
か
ら
し
む
る
号
、
ア
ル
ス
タ
ー
の
愛
蘭
自
治
仁

反
批
判
す
可
き
は
蛍
然
の
次
第
に
し
て
、
新
沓
雨
教
徒
の
和
協
成
立
せ
念
れ
ば
愛
蘭
問
題
は
到
底

而
し
て
愛
闘
の
政
治
家
は
九
百
二
年
以
来
初
め
て
乙

之
を
解
決
す
る
乙
と
能
叫
似
合
る
な
ろ
。

の
鮪
仁
着
眼
す
'
る
に
至
れ
ん

J

。

英
制
問
が
全
世
界
一
に
一
民
1

り
て
若
々
と
し
て
成
功
を
告
?
る
所
以
の
宅
の
は
妥
協
交
議
の
精
一
服

じ
富
む
が
翁
な
お
も
、
ナ
開
港
従
来
愛
蔚
政
策
を
定
ひ
る
に
方
'
り
て
は
査
も
ア
」
の
精
紳
に
よ
ん
て
・

動
れ

3
る
k
B

乙
と
な
が
F

り
を
。

乙
れ
そ
の
常
に
失
敗
に
録
せ
る
所
以
仁
し
て
、
殊
に
雨
大
政
熊

野
立
せ
る
英
閥
仁
於
て
甲
裳
愛
蘭
紫
と
提
携
せ
ば
乙
燥
の
之
に
反
封
ず
る
は
管
一
に
天
則
の
如

〈
然
・
ヶ
。
然
げ
の
仁
九
百
二
年
に
於
て
は
変
蘭
仁
於
け
る
少
数
議
t
L

多
数
熊
之
は
談
笑
の
問
に

滋
見
を
交
換
し
て
耕
作
地
支
牧
仁
閥
ず
る
新
法
案
の
基
礎
を
定
め
、
以
て
そ
の
英
図
雨
大
政
議

抑

4
愛
蔚
農
'
民
r
ト
緋
作
地
質
牧
の
資
金
を

一一一

紫
争
の
且
ハ
に
供
せ
ら
る

h

の
危
険
を
避
け
た
-
b。

21 

愛
瞬
間
・
題
、
の
将
来
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ニニ

貸
出
穴
ず
る
の
策
は
銑
に
八
十
一
年
の
グ
フ

γ
ド

ス

ト

!

y
案
に
現
は
れ
耕
作
地
買
収
設
の
一
一
一

分
の
二
を
肱
庶
民
広
貸
奥
ナ
る
乙
と
を
得
之
の
規
定
、
を
立
て
し
が
、
八
十
五
年
ソ
!
リ
サ
八
バ
リ
!

短

期

内

閣

の

愛

繭

大

法

官

ア

ジ

ュ

ポ

1

y

は
、
五
い
官
官
同
一
勝
を
岡
庫
よ

ιノ
支
出
し
凶
朱
利
凶
十
九

筒

年

賦

償

還

の

契

約

仁

よ

ιリ
て
之
宮
農
民
に
貸
血
れ
す
る
の
法
案
を
成
立
せ
し
め
八
十
八
年
仁

翠

tb
て

夏

仁

五

百

寓

磁

を

支

出

す

る

乙

と
e

も
な
し
、
一
向
し
て
九
十
一
年
の
耕
地
=
買
収
訟
は
、
三
千

此

務

待

以

耕

作

地

の

荒

賀

最

高

愛

蘭

問

題

の

賂

来

、~-

a 

8 
2 

b 

.、

高
揚
以
内
の
金
額
土
問
底
よ
ら
支
出
す
可
し
と
規
定
せ
よ
ツ
。

償
格
を
小
作
料
年
額
一
の
二
十
倍
I
J
-

定
め
じ
が
‘
安
際
の
代
伎
は
、
平
均
十
レ
七
倍
仁
秒
間
れ
4

り
と
一
五
ふ
。

農

民

は

笈

牧

の

日

よ

b
土
地
所
右
犠
を
得
、
而
し
て
.
政
、
府
仁
封
ず
る
借
用
金
は
蛍
一
初
五
倍
年
間

は
四
朱
レ
七
麗
五
毛
以
後
四
十
四
筒
年
間
は
四
朱
利
を
以
て
年
賦
償
還
を
結
了
ず
可
く
、
政
府
以

「

一
年
二
分
七
座
五
毛
の
利
子
に
て
借
入
金
を
錯
し
得
る
が
故
、
そ
の
差
額
は
郎
も
一
万
金
の
償
却

に
充
て
ら
る
、
の
計
算
な
ら
を
。
乙
の
法
律
は
九
十
六
年
に
及
び
て
真
仁
施
行
手
続
を
改
め
、

九
百
二
年
に
は
り
一
牧
者
の
数
三
官
内
人
年
賦
償
還
金
額
拾
お
高
一
千
磁
に
達
せ
し
港
地
主
の
負

債

じ

苦

し

以

小

作

人

の

耕

地

仁

加

ヘ

党

る

改

善

仁

野

し

て

賠

償

の

意

な

き

が

免

め

貰

良

債

格

を

定

む

る

仁

方

do
て
常

k
・
困
難
を
来
せ
l

り。

ωも
地

主

の

主

張

を

容

れ

ん

か

小

作

人

は

文

抗

不
能
の
究
境
仁
限
る
可
く
、
叉
一
小
作
人
の
竺
張
を
掠
れ
ん
が
地
主
以

一
朝
仁
し
て
復
大
名
巧
と

線
虫
な
を
仁
歪
ち
ん
。

乙

れ

安

に

九

十

一

年

の

バ

ル

ブ

オ

1

7
案
の
一
大
紋
駄
な
ら
を
。

設
-
仁
於
て
か
愛
読
の
一
地
主
と
小
作
人
と
の
代
表
者
は
ハ
V
3
5
E
ω
一同P
3
・0
・吋喜一
O

可
の
周
旋
γ
ト
よ
り
て

詮
-hi
井
ふ
じ
・
也
弘
義
針
目
立
与

v
g仏
{
け

O
口市

2
3
0
0
を

関

を

で

交

渉

を

九

百

二

年

十

三

日
J

て
十
日
よ
ー
り
愛
息

j
，t
j
j
詰
曾

， 

試
み
、
翌
年
一
月
の

J

初
、
径
一
仁
せ
る
報
告
書
に
は
地
主
側
を
代
表
し
て
ど
三
む
口
口
E
ぐ

ω
ロ

no-20日
日
ロ
ケ

立与口
8
3
m
v
C
作
等
小
作
人
側
を
代
表
し
て

同

o
g
H
w
a
3
0
3仏
三
一
一
江
戸
一
弓
Oq
切
号
口
、
吋
/
J
1

・河口
ω
出
向
ロ
等
之
γ
ト
袋

名

せ

ら。

而
し
て
そ
の
主
意
は
耕
作
地
の
買
牧
は
地
主
ー
し
小
作
人
と
の
直
接
任
意
の
契
約
仁

よ
る
可
〈
、
代
僚
は
小
作
料
を
基
礎
と
し
て
年
三
朱
若
く
、
ほ
三
朱
凶
分
の
一
の
利
子
を
以
て
算

出
し
、
而
し
て

1

地
中

IZE
小

作

人

と

の

主

張

仁

上

述

の

理

由

よ

ら

し

て

相

違

の

生

安

る

持

は

乙

の

愛
隣
事
務
大
臣
咋
，
，
，

差

額

は

閥

庫

よ

6
ボ
ー
ナ
ス
と
し
て
之
を
支
給
す
可
し
と
一
五
ふ
仁
在

60

イ

νト
ダ

ム
は
協
議
舎
の
希
望
を
容
れ
、
九
百
三
年
三
月
二
十
五
日
愛
蘭
耕
作
地
法
案
を
下
院
仁

提

出

せ

し

に

多

少

の

修

正

動

議

は

提

出

せ

ら

れ

し

も

案

は

院

内

各

政

熊

よ

b
好

意

を

以

て

迎

へ
ら
れ
、
レ
心
月
二
十
一
日
三
百
十
七
に
封
ず
る
こ
十
の
反
野
者
あ
t

り
し
の
み
仁
て
第
三
議
舎
を

と

の

務

徐

拡

政

府

仁

於

23 

逝
遜

ι、
上
院
の
修
一
止
を
経
文
る
後
八
月
十
二
日
を
以
て
確
定
せ
t
り。

愛
一
爾
問
題
の
将
来

•• • 、

R
h
h
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愛
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問

題

の

将

来

同
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℃
コ
朱
悶
A
Y
.
の
三
の
羽
子
を
保
護
せ
る
一
公
債
一
億
略
的
以
下
を
夜
行
し
、
殊
に
品
同
一
羽
三
年
間
は
五

百
高
砂
宛
を
夜
行
し
て
資
金
を
愛
一
蘭
尚
庶
民
に
貸
血
ハ
し
以
て
そ
の
耕
作
地
を
購
求
す
る
乙
と
を

得
し
め
、
而
し
て
年
利
一
一
一
朱
四
分
の
つ
六
十
八
個
年
学
の
年
賦
償
還
の
方
洛
に
よ
t
り
て
之
を
政
一

府

に

返

締

せ

し

め

ん
r
ζ

し
、
外
に
政
府
ょ
ん

J

年
額
三
十
九
高
砂
以
内
総
計
一
千
二
百
市
内
略
的
を
支

出

し

て

ボ

ト

ナ

ス

に

充

て

ん

と

を
t
り
。
叉
会
債
務
行
よ

26
生
合
ノ
る
損
失
を
填
補
す
る
が
一
処
に

は

愛

蘭

開

接

交

附

金
F
f
一
一
し
て
年
額
十
六
宙
開
傍
宛
を
支
出
す
る
事
と
な
し
克
仁
不
足
を
生
ホ
ノ
る

時
は
地
方
税
を
以
て
中
又
一
勝
す
可
し
と
な
せ
F

り。

オ
ー
プ
一
ア
イ
ヱ
ン
、
が
去
る
一
二
月
の
雑
誌
ぷ
東
十

九
世
純
~
に
投
稿
せ
る
論
究

3
2
2
1一司
0
3二
口
町
内
一
告
仏
仁
於
て

f
れ
変
に
ウ
ヱ
ス
ト
ミ
シ

λ

タ
ー

に
於
て
可
決

3
れ
党
る
愛
蹴
に
関
ず
る
絵
案
の
う
も
に
み
よ
ツ
て
愛
蘭
人
の
主
張
に
基
け
る
唱

の
、
戦
矢
な
F

り
し
と
一
津
せ
る
は
敢
て
事
変
を
担
げ
セ
る
の
山
一
一
口
仁
あ
ら
歩
、
故
仁
乙
の
年
七
月
下
旬

よ
ー
り
八
一
月
上
旬
に
討
中
一

2
9
て
先
常
皇
后
陛
下
と
共
仁
愛
蘭
に
行
幸
・
ず
る
や
激
迎
極
め
て
'
盛
大
な

F

り
を

0

・
防
て
九
百
三
一
年
、
の
耕
作
地
洛
の
成
功
は
人
の
意

J

楽

に

出

ty爾
来
一
五
筒
年
内
仁
愛
蘭
耕

作
地
い
の
一
‘
ギ
は
そ
の
所
有
棋
を
移
耐
怖
を
F

9

1
三
五
ふ
‘
宅
不
可
な
く
、
九
百
九
年
三
月
末
日
迄
仁
、
乙

の
法
律
の
規
定
仁
径
一
ぴ
耕
作
地
を
買
牧
せ
る
も
の
二
十
三
古
川
入
、
償
絡
七
千
八
百
高
砂
徐
に
建

えき

ら

八
四
一
)

乙
、
の
交
議
妥
協
の
精
神
に
基
き
て
行
動
せ
る
愛
蘭
耕
作
地
協
議
舎
は
九
百
四
年
八
月
二
十

五
日
組
織
を
一
見
め
て
愛
一
一
蘭
改
革
協
合
立
与
河
内
向

0
3〉
m
m
C
n
u
t
c
D
と
稀
し
、
統
一
一
議
員
に
し
て
一
聞
も

愛
蘭
人
仁
譲
歩
す
可
し
と
の
怠
見
を
抱
け
る
ダ
ン
レ
ー
が
ノ
シ
卿
を
命
日
ド
訟
と
し
、
同
三
十
一

H
b
ι
 

以
て
政
綱
の
要
領
を
、
夏
仁
九
月
二
十
六
日
を
以
て
創
立
委
員
の
詳
細
な
る
報
公
営
溌
表
し
士

そ
の
報
告
は
純
一
然
文
る
愛
磁
の
経
費
と
し
て
年
額
約
六
百
高
砂
を
国
庫
よ
?
り
支
出
し
て
、

ら太
守
配
合
長
、
事
務
大
一
院
を
副
合
長
と
し
、
収
川
市
合
議
長
選
摩
区
等
よ
L
リ
一
公
選
し
大
る
十
二
人
の

議
員
之
、
高
業
界
並
仁
少
数
者
を
代
表
せ
し
め
，

t
る
十
一
人
の
勅
選
議
、
員
之
を
以
て
、
組
織
し
大

る
愛
蘭
臥
庶
務
命
日
議
を
し
て
之
、
が
鹿
分
方
法
を
評
議
せ
し
め
、
叉
愛
蔚
の
地
方
的
議
案
を
討
議
す

る
然
、
上
下
雨
院
議
員
一
確
仁
財
務
合
議
々
昌
一
を
以
て
議
舎
を
組
織
せ
し
む
可
し
と
の
主
窓
仁
て

勅
選
委
員
を
設
け
て

ζ

の
問
題
を
，
攻
究
せ
し
な
可
し
と
論
性

F90

日
疋
よ
'
り
先
政
府
は
九
百

年
十
一
，
月
八
日
愛
磁
の
護
教
徒
に
し
て
自
由
主
義
者
投
る
サ
!
ア
ン
ト
ニ
!
マ
グ
ド
ン
ネ
ル

を
印
度
よ

ιリ
ダ
プ
リ
ン
に
移
し
て
総
務
長
官
に
任
性
し
が
、
ダ

Y

レ
I
、
ず

y

卿
の
ふ
一
一
日
仁
よ
れ
ば

八戸

乙0

愛

衡

問

題

の

将

来

'

二
五

、



4
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" 

' 
ι... r 

受

務

問

題

の

将

来

ニムハ

ヨf)

乙
の
案
は
ん
防
仁
九
百
問
年
三
月
頃
よ
P
9
計
裳
せ
ら
れ
、
愛
蘭
改
革
協
合
成
る
の
翌
日
卿
と
マ
グ

ド
Y

ネ

ル

と

の

協

議

仁

よ

b
て
政
綱
々
領
を
定
め
大
る
な
ら
と
一
五
ふ
。

託
案
ロ
ωく
0
2伸

一

c
ロ
ω弘一
m
g
o
の

新

聞

紙

上

に

現

は

る

-h

や
、
統
一
波
中
仁
政
烈
な
る
反
灘
論
起
ら
、
ア

ル
ス
タ
!
地
方
に
於
て
は
、
乙
れ
要
す
る
に
愛
蘭
自
治
を
終
局
の
目
的
と
せ
る
も
の
に
外
な
ら

然

る

仁

乙

の

楳

限

委

ホ
J
Z
て
、
極
力
之
を
或
一
醸
し
北

h
v

但

し

事

の

控

仁

宏
'
h
ノ
し
は
愛
関
関
民
裳
の
領
袖
中
じ
偶
然

n 
仰
令ワ
「千

弘
口

U】
p-
P 
si 
作

吋
白

に....... 

，__. 
0 
ド電

の
第
一
同
案
内
仁
洩
れ
し
遣
の
あ
ι
り
、
地
主
誠
の
行
動
に
野
し
て
疑
或

を

挽

み

て

政
d
M
一
の
龍
一
楽
策
を
峻
拒
せ
ん
と
し
待
機
の
識
せ
w
d

る

に

先

も

計

主

を

滋

表

せ

し

潟

仁
し
て
わ
く
て
、
銃
一
黛
の
権
限
委
託
案
は
流
産
の
止
む
を
得
診
る
仁
立
も
至
れ
1

り。

防
仁
し
て
保
守
統
一
…
黙
の
内
閣
は
付
れ
・
、
九
百
六
年
の
総
選
泉
執
行
せ
ら
・
る
、
ゃ
、
自
由
議
鋲

バ
イ
イ
ン
ス
ト

l
w
F
メ
ジ
ト

袖

は

勿

論

愛

蹴

白

治

に

反

封

せ

し

も

而

4
徐

々

仁

年

賦

的

政

策

に

よ

6
て
愛
蘭
.
人
の
希
望
を
・

満
足
せ
し
め
ん
正
吾
'
一
一
一
日
し
川
実
蘇
雨
閥
在
位
の
愛
説
人
を
し
て
自
由
業
の
候
補
者
仁
向
て
投

.m一w

故
仁
九
百
七
年
五
月
ど
日
愛
韻
事
務
大
阪
、
オ
ガ
ス
タ
イ
ン
ム

l

レ
ル
は
民
選

議
員
八
十
一
一
人
官
選
議
員
二
十
四
人
を
以
て
組
織
せ
る
評
議
令
を
ダ
プ

d
y

ン
仁
設
置
し
、
農
業
、

教
育
、
土
木
、
地
方
自
器
等
の
問
題
を
討
議
せ
し
h
u

可
し
と
の
政
府
系
を
議
合
仁
提
出
し
、
立
従
来

せ
し
め
北
t
り。

-唖爵率直一一一

支

出

せ

る

経

費

の

外

に

瓦

に

年

額

六

十

五

高

砂

を

以

上

の

費

迭

に

充

て

ん

と

せ

ん
'
O

の
院
内
総
理
バ
ル
プ
オ

i

ア
は
直
も
に
民
勢
の
意
志
を
韓
明
せ
し
号
、
レ
ッ
ド
モ

y
，
ド
は
大
様

統

一

議

に
於
〈
政
府
案
を
可
と
し
、
之
、
が
提
出
を
是
認
し
セ
L

リ
斯
て
レ
ッ
ド
モ

y

ド

は

愛

蘭

に

赴

さ

て

同士一
ω
の
関
に
遊
説
し
、
政
府
案
に
賛
成
せ
し
め
ん
と
努
め
し
も
、
多
数
の
愛
隣
議
員
は
完
全
な
る

日
ダ
プ
リ
ン
V
L

閃
か
れ
大
る
同
黙
の
大
令
、
叶
一
足

自
治
を
要
求
し
て
止
ま
・
下
、
滋
仁
同
月
二
十
一

日?と
o口釦
-
n
o
D〈

gに
O
H
M

に

於

て

親

わ

ら

政

府

案

反

鈎

の

動

機

ど

提

出

す

る

の

窮

境

に

wm
れ
ん
'o

市

し
て
乙
の
動
議
は
直
も
仁
可
決
せ
ら
れ
し
ょ
ん
、
英
岡
政
府
は
強
て
提
出
案
を
凶
執
す
ふ
の
徒

紙
切
仁
腐
す
可
き
を
思
び
、
六
月
三
日
首
相
キ
ャ
メ
ル
・
バ

Y
T
I
γ

ン
は
議
命
日
じ
於
て
之
が
紋
同

を
結
明
し
た
・
6
0

か
く
の
如
く
に
し
て
白
山
猿
の
権
限
委
託
案
も
亦
、
愛
蔚
凶
民
議
の
従
ら
仁

主

義

の

郊

に

理

想

の

怨

仁

拘

束

3
る
弘
、
が
翁
に
流
産
の
止
む
な
を
に
歪
れ
ち
。

内
議
に
胤
ハ
よ
リ
し
レ
ッ
ド
モ
ン
ド
の
苦
衷
察
す
る
仁
堪
ヘ
大
J

り
と
雌
述
、
柳
一
か
白
純
白
線
の
嫌
な

ι
r
I

市川文

AY
〉

込
住
号

A
U
E叫
ば
作

r
L
V

き
に
あ
ら
み
y
。

27 

九
百
必
年
の
解
約
一
小
作
人
の
鴬
に
耕
作
地
を
給
興
せ
ん
が
銭
仁
政
府
仁
土
地
牧
周
棋
を
典

ふ
る
法
律
、
並
に
九
百
八
年
の
愛
蘭
大
恩
給
等
は
、
何
れ
号
愛
蘭
内
雨
波
の
妥
協
仁
よ
ち
て
成
立

品
W
A

商

問

題

の

鰐

来

二
七

4 

、



~8 

一
J

愛一硝問
r

問
題
一
の
γ

持

病

、

三

を
比
一

ιが
交
一
議
4
r
u

好
一
変
如
、
。
る
の
精
綿
は
再
ば
九
百
九
年
の
一
耕
一
"
棺
地
法
一
に
於
一
で
現
は
れ
た
J

り。

初
め
け
れ
イ
ン
ー
ダ
ム
…
の
九
百
一
一
一
一
一
年
ー
の
一
件
前
案
を
拠
出
す
る
や
、
愛
蹴
耕
…
作
一
地
の
い
市
僚
を
ム
億
砂
と
誠
一

想

せ

し

に

少

rC弘
一
一
億
八
千

fτ

一
一
一
一
白
高
砂
ー
に
迷
一
す
可
し
と
の
事
賢
明
白
と
な

δ
し
が
L
l一
上
}
九
百
三

年
以
来
設
償
を
議
行
ず
る
乙
と
十
同
一
に
及
ば
し
が
そ
の
夜
行
債
格
は
最
高
九
十
二
、
最
低
八
十

時
四
分
の
一
一
一
の
問
を
上
下
せ

h
-故
に
議
行
総
額
一
一
三
千
三
一
骨
二
十
高
一
千
磁
の
う
も
三
百
跨
は

ボ
ー
ナ
ス

ιじ
て
交
附
す
可
を
弘
の
と
し
て
之
を
控
除
せ
じ
に
盛
一
一
徐
に
?
封
じ
で

i
R貨
二

千

六

百
一
九
'
下
高
傍
を
得
党
る
に
過
ぎ
下
、
愛
蘭
-
閲
夜
交
附
金
は
以
で
そ
の
不
足
額
を
補
ふ
可
く
も
あ

ら
ー
下
一
、
結
局
一
-
年
の
不
足
額
は
之
を
控
除
す
る
も
な
ほ
六
十
六
高
-
砂
lι
ーな

b
、
地
方
税
の
負
擦
は

池
一
貫
一
を
加
ふ
可
し
。
故
に
愛
一
蔚
事
務
大
臣
バ
!
レ
ん
は
九
百

λ
年
十
月
二
十
一
日
一
日
新
一
耕
作
地

務
-
案
を
議
舎
に
提
出
じ
長
岡
崎
の
年
賦
償
還
利
率
ど
三
朱
一
一
一
分
の
一
に
政
府
接
伝
一
公
債
利
率
を

一
一
一
朱
に
高
め
，

d
一
士
山
を
じ
〈
議
行
使
格
最
低
九
十
二
の
割
合
一
を
以
て
会
償
宇
引
受
く
る
…
ζ

と

を

得
し
め
、
太
百
三
一
一
年
の
絵
律
に
於
て
は
、
本
!
ナ
ス
は
凡
そ
寅
一
山
良
一
債
格
一
の
(
割
こ
分
と
定
め
し
が
、

Id 配

.
e
--

ド ト

之
を
平
均
七
朱
必

i
k改
め

ん

と

せ

ん
'
O

と
の
ボ
ー
ナ
ス
に
干
す
る
改
五
よ
ら
宅
一
見
に
地
主
を

じ

て

不

安

を

戚

脅

し

め

北

る

は

強

制

的

賀

政
d

の
規
定
を
設
け
セ
る
乙
と
に
し
て
、
乙
の
法
案
ぽ

b 

真
に
九
百
九
年
度
の
議
合
仁
於
て
討
議
ト
仁
附
せ
ら
れ
、
九
月
十
右
目
玉
、
十
一
封
百
お
十
四
の
多

数
を
以
て
下
院
を
通
逃
せ
1

り
ι

同

二

十

八

日

上

院

仁

於

て

そ

の

第

二

諮

舎

を

開

く

や

ダ

ン

レ

ーが
/

Y

卿
は
討
議
は
之
を
三
筒
月
後
ぶ
延
期
す
可
し
と
惜
ヘ
、
此
一
議
は
勿
論
容
れ
芳

1
6
し
也
、
上

院
は
必
十
二
続
中
の
二
十
四
僚
を
削
除
し
、
九
絡
を
修
正
し
瓦
に
新
仁
十
三
僚
を
加
へ
て
金
一
然

法
案
の
面
白
を
瓦
め

-
t
る
後
、
十
月
こ
十
五
日
を
以
て
な
を
通
過
一
一
せ
t
G
J
O

鼓
…
ド
於
一
て
か
下
院
は

十

一

月

五

悦

五

十

凶

に

訴

す

る

二

百

十

九

の

多

数

を

以

て

全

部

上

院

の
γ

修
五
一
を
否
決
し
セ
る

が
放
同
十
一
お
日
上
院
じ
於
て
は
変
に
雨
議
領
袖
の
問
仁
交
一
議
的
討
議
を
試
み
が
く
て
法
案
は

ご
一
党
び
下
院
の
議
仁
附
せ
ら
れ
、
上
院
亦
そ
の
修

E
E
容
れ
て
よ
一
十
六
日
を
以
て
漸
く
そ
の
成

立
を
見
る
に
一
金
一
れ
1
リ

0

3
れ
ど
、
九
百
三
年
の
任
営
的
契
約
の
主
義
乞
楽
て
、
強
制
的
資
牧
の

主
義
を
探
周
せ
る
九
百
九
年
一
の
絵
待
以
来
し
て
能
く
図
滑
に
安
施

3
れ
符
可
ぎ
れ
に
地
主
と
，

小

作

人

と

は

会

協

交

誌

の

敵
U

阿
佐
以
て
安
捗
す
/
可
し
と
の
資
際
的
精
紳
は
傷
け
ら
れ
ん
と
せ

。

f
h
ツ

同
町
内
)

'!-9: 

上
下
雨
一
院
の
衝
突
は
単
に
乙
の
愛
一
蹴
耕
作
地
法
案
、
の
問
題
に
の
み
止
ま
れ
る
仁
み
ら
-V
べ対

愛

市

聞

い

問

題

の

将

来

一

什

ー

一

、

一

一

ぃ

九

l
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94
〕
弱
肉
憾
の
将
来

h

j

h

J

N

一
川
崎
ゴ
芯
一

政
法
案
は
実
関
史
上
稀
に
見
ふ

J

J

の
J

大

紛

擾
IT--
誘
越
し
、
議
一
舎
の
一
解
一
散
一
}
惑
に
逃
く
ー
可
一
れ
ら
才
る
に

室
れ

bl
首
相
ア
ス
キ
ス
は
十
二
月
十
日
オ
ル
バ
!
?
ホ

l
i
大
演
説
仁
於
て
、
変
蘭
の
潤
題
…

仁
干
し
て
ー
は
愛
蘭
に
一
完
全
な
る
自
治
一
を
輿
日
へ
一
ん
乙
と
乙
れ
白
一
ハ
由
党
、
の
政
策
な
ウ
と
言
明
し
食

t
り
。
愛
蘭
悶
民
熊
一
は
は
議
志
を
貫
徹
す
る
の
勝
一
期
目
肢
の
問
に
滋
れ
一
ウ
ー
と
位
、
.NV

九
十
止
、
総
選
、
壊
に
'

臨
め

b
。
市
し
て
之
が
結
果
は
政
庶
業
に
一
向
て
そ
の
・
方
略
…
乞
ヂ
グ
一
デ
ー
ト
し
得
る
の
位
地
仁

立
て
1
0
F
O

そ
の
得
一
怠
恕
ふ
可
を
な
・
'
h
f
o
-
-

然
ふ
に
~
先
殺
の
崩
御
後

1fm
だ
数
匂
な
ら
み
タ
し
て
政
府

在
野
一
雨
設
会
一
協
の
議
は
始
ま
れ

FAV
愛
蘭
閥
良
一
黛
の
得
意
は
)
朝
し
に
し
て
失
意

tc
銭
安
る
と

と
な
わ
る
可
決
」
h
v
l

夫
れ
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